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 第8期の介護保険事業計画で危惧された、低所得の施設入所者

への食費負担増が8月から始まります。住民税非課税世帯で、本

人年金収入等（遺族年金や障害年金などの非課税年金も含みます）

が120万円超の人は、食費が1日650円→1360円と2倍以

上に一挙に跳ね上がり、月2.2万円もの非情な負担増となります。 

影響を受ける年金収入等120万円超区分の人は市内で300人

も。年金収入80万円超120万円以下の区分の126人、80万

円以下の区分の170人もショートステイの食費が大幅値上げに

なります。 

 さらに食費居住費の負担軽減（補足給付）を受けられる預貯金

の限度額が表のように大幅に引き下げられるため、一挙に軽減の

対象外となり、とんでもない額の負担増になる人が出る恐れがあ

ります。対象外に放り出される人は預貯金の額の自主申告で決ま

るため、影響を受ける人数は未だはっきりしません。 

＊6月下旬から、8月以降の更新の申請手続きが始まっています。 

江南、犬山、扶桑、大口の2市2町新ごみ処理施設の入札手続

きが入札妨害の疑いで昨年10月から中断。独立した第三者機関で

ある公正入札監視委員会が調査を行っていましたが、このほど答申

が発表されました。（答申全文は、尾張北部環境組合HPに掲載） 

 

 

答申は、「典型的な談合がなされたわけではないものの、入札条

件の仕組みが巧みに悪用されたことは明らか。その結果、公正な入

札が阻害される恐れがあったという点では、看過しえないもの」と

し、今後の方向性として「現入札手続きを再開することなく一旦終

了させること」「敷地外雨水排水路整備工事、県道浅井犬山線道路

拡幅工事については分離発注して別途、入札手続きを実施するこ

と。」 

「用地造成工事を行うものの要件については、【組合の構成２市

２町内に本店を有すること】を、より多くの企業が参加の機会を得

られる方向で見直した上で、

再度入札の公告を行うこと」

などを提言しています。 

2市2町の日本共産党議

員団は、昨年11月、土木3

工事の分離発注で地元業者

の仕事をつくると同時に、複

6月30日市議会が閉会。日本共産党議

員団は、提案された15議案すべてに賛成

しました。選択的夫婦別姓制の導入を国に

求める請願は、継続審査となりました。 

 最終日に、コロナ禍の生活困窮世帯への

全額国負担での支援金支給事業884万円

の補正予算が追加提案されました。 

 

 

単身世帯へ月6万円、2人世帯へ月8万円、3人以上世帯へ

月10万円を各3か月支給するものですが、支給金額が少なす

 

ぎる上、対象者は社協の生活福祉資金特例貸付を限度額いっ

ぱい200万円まで借り切った31世帯だけ。極めて狭い範

囲でしかありません。 

長引くコロナ禍で生活再建の目途が立たない困窮者はもっ

と多いはずです。しかも社協の特例貸付は2022年4月に

返済が始まり、その時点で住民税非課税世帯でないと返還し

なければなりません。借金返済でさらに追い詰められる困窮

者が増える恐れがあります。 

日本共産党議員団は、狭すぎる対象者への一時しのぎの支

援金支給に対し、貸付ではない十分な支援金と生活保護につ

なぐ丁寧な対応を求めました。 

＊掛布まち子議員の一般質問は裏面に掲載しています。 

 

数のプラントメーカーの入札機会を保障するよう、公正公

平で透明性のある入札を求める申し入れ書を提出していま

したが、その内容も一部取り入れた提言となっています。 

しかし答申は予定地の3筆（図ABC）を保有する土木

業者が、入札要件の見直しに言及し二度も（仮）譲渡契約

を反故にした不可解な経緯について何も触れていません。 

今後は、この答申を尊重した尾張北部環境組合の対応に

注目していきたいと思います。 

 

 

食費居住費補助（補足給付）の預貯金要件の引下げ

現在 2021年8月～

年金収入等80万円以下（第2段階）
単身650万円、夫

婦1650万円以下

年金収入等80万円超120万円以下（第3段階①）
単身550万円、夫

婦1550万円以下

年金収入等120万円超（第3段階②）
単身500万円、夫

婦1500万円以下

単身1000万円

夫婦2000万円

以下

食費（1日あたり）の負担限度額の引き上げ

現在 2021年８月～

年金収入等80万円以下（第2段階） 390円 390円

年金収入等80万円超120万円以下（第3段階①） 650円 650円

年金収入等120万円超（第3段階②） 650円 1360円
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